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ID: 3030
担当部署: 経済部 産業振興課

処分の概要 共済規程の認可の取消し

法 令 名

根 拠 条 項
中小企業等協同組合法 第106条の2第4項

法 令 番 号 昭和24年法律第181号

【基準】

法第106条の2第4項の規定による。

(共済事業に係る監督上の処分)

第106条の2

4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組

合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6

の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第9条の7

の2第1項（第9条の9第5項において準用する場合を含む。）の認可を取り消し、又は第9条の9

第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すこと

ができる。

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 31 日 最終変更年月日 令和４年７月 29 日


